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岩手県立大学及び岩手県立大学盛岡短期大学部令和７年度入学者

選抜会場等設営及び屋外警備業務委託仕様書 

 

１ 事業の名称 

岩手県立大学及び岩手県立大学盛岡短期大学部令和７年度入学者選抜会場等設営及

び屋外警備業務委託 

 

２ 目的 

岩手県立大学（大学院を含む。）及び岩手県立大学盛岡短期大学部において実施する

令和７年度入学者選抜（令和６年度実施）における選抜会場等設営並びに屋外警備に

係る一切の業務を、岩手県立大学（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」とい

う。）へ委託するものである。 

 

３ 業務場所 

岩手県立大学 滝沢キャンパス（岩手県滝沢市巣子 152-52） 

 

４ 業務期間 

契約締結日から令和７年３月 31 日まで 

 

５ 業務内容 

乙は、甲の指示により、以下の（１）から（10）の業務を、入学者選抜日程に合わ

せて行うこと。 

(1)  看板等の作成、設置及び撤去 

ア 選抜会場に設置する入口立て看板、会場案内板、会場案内図、誘導看板及び学

部入口表示（以下「看板等」という。）について、仕様書別紙に記載した数量

を、設営日までに作成すること。 

イ アで作成した看板等を、設営日に別途指示する場所へ別途指示する時間まで

に設置すること。 

ウ イで設置した看板等を、撤去日に撤去すること。なお、会場案内板については、

初回に作成したものを、以降令和６年度末まで使用すること。 

(2)  試験室の設営及び撤去 

設営等を要する試験室の数は仕様書別紙のとおりとし、試験室に充てる場所に

ついては、別途指示すること。 

試験室ごとの設営内容は、以下ア～コのとおりである。なお、設営する試験室数

は、令和６年度入学者選抜の実数を根拠としているが、令和７年度入学者選抜志願

者数の増減による試験室数の増減や新型コロナウイルス感染症やその他の感染症

の対応等により業務内容に変更があった場合も、委託金額の変更等はせずに、一式

での契約となること。 
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ア 机及び椅子の配置 

・ 設営日：甲が作成した配席図に基づき机及び椅子を配置し、不要な机及び

椅子並びに物品は、甲が指示する場所へ移動すること。 

・ 撤去日：試験終了後、設営日に移動した不要な机及び椅子並びに物品を復

帰させること。 

イ 机、椅子等の消毒 

・ 設営日：試験室の机、椅子、教卓、遮蔽スクリーン及びドア取手を消毒する

こと。 

・ 撤去日：試験等終了後、試験室の机、椅子、教卓、遮蔽スクリーン及びドア

取手を消毒すること。 

・ 消毒に使用する薬液は甲が用意するものとする。 

ウ 不要な掲示物の撤去 

・ 設営日：試験室壁面等に掲示している試験とは関係のない掲示物を撤去す

ること。 

エ 机上票の貼付 

・ 設営日：原則として、試験室の各机右上に甲が作成・用意した机上票を貼付

すること。 

・ 撤去日：試験終了後、机上票を剥がすこと。 

オ 黒板等の落書きの消去、チョークの準備 

 ・ 設営日：黒板等の落書きの消去、チョークの補充 

 ・ 撤去日：試験等終了後、黒板等の記載内容の消去、チョークの補充 

カ 机、教室内の遺失物の撤去、保管 

 ・ 設営日：机、教室内の遺失物の撤去、保管 

 ・ 撤去日：試験終了後、机、教室内の遺失物の撤去、保管 

キ ブラインドの降下及びドア窓の目張り 

 ・ 設営日：窓のブラインドを降ろすこと。ドアにある窓に目張りをして試験室

と廊下から互いに覗き見できないようすること。 

 ・ 撤去日：試験終了後、窓のブラインドを上げ、ドアにある窓の目張りを除去

すること。なお、翌日も試験室として使用する場合は、最終日のみ行うこと。 

ク 窓の閉鎖 

 ・ 設営日：開いている窓を閉鎖すること。なお、感染症対策のため、甲が別途

指示し、一部の窓を開放する場合があること。 

ケ 照明の点検 

 ・ 設営日：試験室の照明に異常がないか点検すること。点灯しない照明がある

場合は、甲へ速やかに当該試験室名及び箇所を報告すること。 

 ・ 撤去日：試験終了後、試験室の照明に異常がないか点検すること。点灯しな

い照明がある場合は、甲へ速やかに当該試験室名及び箇所を報告すること。 

コ 各種掲示物の貼付・設置 

 ・ 設営日：甲が作成した試験室内及び試験室外の案内表示を、甲が指示する場

所へ貼付すること。 

 ・ 撤去日：試験終了後、設営日に貼付した掲示物を撤去すること。 
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(3) 受付の設営及び撤去 

設営等を要する受付の数は仕様書別紙のとおりとし、受付を設置する場所につい

ては、別途指示すること。 

受付の設営内容は、以下ア～エのとおりである。 

ア 甲が指示する場所から、受付に必要な机及び椅子を移動して設置 

イ アで設置した机及び椅子の消毒 

ウ 甲が用意した受付看板を設置 

エ 試験終了後、受付のア～ウを撤去すること。なお、机及び椅子は元にあった場

所へ戻し、受付看板及び手指消毒液は甲が指示する場所へ戻すこと。 

(4) 休養室の設営及び撤去 

  体調不良者が発生した場合の休養室を設置するため、甲が用意するベッド等を甲

が別途指示する場所に設置し、試験終了後は甲が指示する場所へベッド等を戻す

こと。 

(5) 電気ヒーターの設置及び撤去 

  冬期間（甲が別途指示する）は、甲が用意する電気ヒーターを甲が指示する場所

へ設置し、試験終了後は甲が指示する場所へ戻すこと。 

(6) 規制線の設置及び撤去 

甲が指示する場所へ、立入禁止テープ及び甲が所有する赤シールポールを設置し

て封鎖すること。試験終了後は、立入禁止テープ及び赤シールポールを撤去し、赤

シールポールは甲が指示する場所へ戻すこと。 

(7) 選抜会場屋外の警備 

一部の選抜実施日（仕様書別紙のとおり。）において、会場屋外の駐車場への車

両誘導及び試験場入口の警備を行うこと。なお、警備箇所については、別途指示す

ること。 

(8) 除雪及び融雪剤散布 

冬季における選抜会場の通路等に５cm以上の積雪がある場合は、甲が指示する箇

所の除雪を行い、凍結箇所については、積雪深にかかわらず融雪剤等を散布するこ

と。なお、融雪剤等一式は受託者が用意・負担するものとする。 

(9) 法令に基づく届出書類の作成を行うこと。 

(10) その他、この委託業務の目的を達成するために必要な業務 

 

６ その他 

(1) 業務に関する指示に従うとともに、誠実かつ確実に業務を遂行すること。 

(2) 令和７年度入学者選抜志願者数の増減により試験室数に増減があった場合も、

委託金額の変更等はせずに、一式での契約となるが、選抜日程の増減があった場合

は、甲及び乙は別途協議すること。 


